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今
年
も
、
平
和
へ
の
願
い
を

込
め
た「
折
り
鶴
づ
く
り
運
動
」

を
行
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

折
り
鶴
は
、
ア
ビ
ス
タ
で
の
原

爆
写
真
展
（
8
月
11
日
㈪
〜
26

日
㈫
）や
平
和
祈
念
式
典
（
8

月
16
日
㈯
）で
展
示
し
ま
す
。

回
収
期
間　

7
月
4
日
㈮
〜
23

日
㈬

回
収
場
所　

市
役
所
（
社
会
福

祉
課
・
市
民
課
前
）、
各
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
各
近
隣

セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
つ
つ
じ
荘
、
西
部
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
あ
び
こ
市
民
プ
ラ
ザ
、

ア
ビ
ス
タ
、湖
北
地
区
公
民
館
、

ア
ビ
シ
ル
ベ　

※
数
量
が
多
い

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

作
り
方　

◎
折
り
鶴
は
広
げ
ず

に
長
さ
1
ｍ
程
度
の
単
位
に

ま
と
め
、
ヒ
モ
（
凧た

こ

糸
な
ど
丈

夫
な
も
の
）を
通
し
、
さ
ら
に

フ
ッ
ク
に
つ
る
す
た
め
の
輪
を

作
っ
て
く
だ
さ
い（
数
本
に
な

る
場
合
は
そ

れ
を
束
ね
、
同

様
に
輪
を
作
っ
て

く
だ
さ
い
）◎
千
羽
鶴

に
は
、
捧
げ
た
方
の
名
前
の

入
っ
た
短
冊
を
結
び
付
け
て
い

た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
◎
使

用
す
る
折
り
紙
は
、
色
紙
・
広

告
紙
な
ど
を
問
い
ま
せ
ん（
標

準
…
お
お
む
ね
1
辺
10
〜
15
㎝

の
用
紙
）

　

回
収
し
た
折
り
鶴
を
千
羽
鶴

に
す
る
作
業
の
お
手
伝
い
を
し

て
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

日
時　

7
月
26
日
㈯
午
後
0
時

30
分
〜
4
時
30
分

場
所　

市
役
所
西
別
館
4
階
会

議
室

定
員　

10
人

・
　

社
会
福
祉
課
・
内
線

６
４
９

市役所の代表電話番号☎ 7185 － 1111　　市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/

　平成26年2月に㈱ジェイコムイーストと市は「防災行
政無線との連携に係る協定」を締結し、4月1日から同
社の緊急地震速報受信端末を通じて防災行政無線の放
送などが室内で聞けるようになりました。
　そこで、市では災害により避難をする場合に支援が
必要な方（世帯）に対して、防災行政無線の情報を音声
により確実に伝えるため、受信端末機の設置を促す助
成金を支給します。ぜひご利用ください。
　なお、受信端末機の導入（契約）については、㈱ジェ
イコムイーストまでお問い合わせください。
対象　平成26年4月1日以降に、㈱ジェイコムイースト
の緊急地震速報受信端末機を導入（契約）した、次のい
ずれかの条件に該当する方が世帯にいる世帯主。
①75歳以上の方②身体障害者手帳の視覚障害1級～6級
までのいずれかの所持者③身体障害者手帳1・2級の所
持者④療育手帳A・Bの所持者⑤精神障害者保健福祉手
帳1・2級の所持者⑥難病患者⑦要介護認定者
補助金額　1世帯1回5000円以内
　市民安全課・内線295、㈱ジェイコムイースト☎
0120－999－000

　

現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

は
、
7
月
31
日
㈭
で
有
効
期
限

が
切
れ
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

は
、
7
月
中
旬
に
1
人
1
枚
の

カ
ー
ド
で
、世
帯
主
あ
て
に「
簡

易
書
留
」
で
郵
送
し
ま
す
。

　

保
険
証
が
届
か
な
い
時
や
、

内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、

国
保
年
金
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◎
修
学
の
た
め
、
別
の
住
所
を

定
め
る
と
き
は
手
続
き
を

　

修
学
の
た
め
、
住
民
票
を
他

の
市
区
町
村
に
移
す
場
合
や
移

し
た
後
も
、
修
学
終
了
時
ま
で

は
毎
年
申
請
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

申
請
（
入
学
許
可
証
ま
た
は

在
学
証
明
書
が
必
要
）
し
た
方

の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
翌

年
の
3
月
31
日
で
す
。
引
き
続

き
修
学
の
方
は
在
学
証
明
書
を

持
参
の
上
、
有
効
期
限
が
切
れ

◎
被
保
険
者
証
の
更
新

　

現
在
ご
使
用
の
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
（
赤
色
）
は
、

7
月
31
日
㈭
で
有
効
期
限
が
切

れ
ま
す
。
8
月
1
日
㈮
か
ら
有

効
と
な
る
新
し
い
被
保
険
者
証

（
緑
色
）は
、
7
月
中
旬
に
「
簡

易
書
留
」
で
郵
送
し
ま
す
。
被

保
険
者
証
が
届
か
な
い
と
き
や
、

内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、

国
保
年
金
課
（
高
齢
者
医
療
担

当
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
更
新

　

市
・
県
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
は
、
入
院
時
に
支
払
う
自
己

負
担
限
度
額
や
入
院
時
の
食
事

が
減
額
さ
れ
る
認
定
証
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の

方
で
、
8
月
以
降
も
引
き
続
き

対
象
と
な
る
方
に
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
郵
送
し

ま
す
。

※
有
効
期
限
の
切
れ
た
古
い
被

る
前
に
必
ず
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
（
本
人
以
外
の
申
請
も

可
）。
ま
た
、学
生
で
な
く
な
っ

た
時
も
必
ず
届
け
出
が
必
要
で

す
。高

齢
受
給
者
証
の
更
新

　

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
）
は

8
月
が
定
期
更
新
で
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
7

月
末
に
郵
送
し
ま
す
。

　

受
給
者
証
の
自
己
負
担
割
合

は
、
前
年
度
の
所
得
を
元
に
判

定
さ
れ
る
た
め
、
申
告
を
し
て

い
な
い
方
は
、
所
得
の
申
告
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
自
己
負
担
割
合
が
変
更
と
な

り
ま
し
た

　

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
、

現
役
並
み
所
得
者
以
外
の
方
の

自
己
負
担
割
合
は
、
特
例
措
置

に
よ
り
1
割
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
26
年
度
よ
り
新
た

に
70
歳
に
な
っ
た
方
（
昭
和
19

年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ
）
か

保
険
者
証
や
減
額
認
定
証
は
、

細
か
く
切
る
な
ど
し
て
確
実
に

処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
市
役
所

ま
た
は
各
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
に
返
却
も
で
き
ま
す
。

◎
保
険
料
の
通
知

　

平
成
26
年
度
の
保
険
料
額
や

納
め
方
を
お
知
ら
せ
す
る
「
保

険
料
決
定
通
知
書
（
納
入
通
知

書
）」
は
、
7
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

　

国
保
年
金
課
・
内
線
４
１

４
・
４
１
５

ら
、
自
己
負
担
割
合
が
2
割
と

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
昭
和
19
年
4
月
1

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
、
こ

れ
ま
で
通
り
1
割
に
据
え
置
か

れ
ま
す
。
な
お
、
現
役
並
み
所

得
者
の
自
己
負
担
割
合
は
3
割

の
ま
ま
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
自
己
負
担
割
合
の
判
定
に
つ

い
て

　

70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
う
ち
、
住
民
税
の

課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
の
方
が
1
人
で
も
い
る
世
帯

は
、
自
己
負
担
割
合
が
3
割
と

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
収
入
の
合
計
が
70

歳
以
上
の
方
が
1
人
の
場
合
に

は
３
８
３
万
円
未
満
、
2
人

以
上
の
場
合
に
は
５
２
０
万

円
未
満
の
世
帯
は
、
申
請
を
す

る
と
2
割
負
担
（
昭
和
19
年
4

月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
は

1
割
負
担
）と
な
り
ま
す
。

　

国
保
年
金
課
・
内
線
３
９

２
・
３
２
４

国
民
健
康
保
険
証
・
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

新
保
険
証
は
7
月
中
旬  

新
高
齢
受
給
者
証
は
7
月
末
に
郵
送
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
方
へ

新
し
い
被
保
険
者
証
と
保
険
料
決
定
通
知
書

（
納
入
通
知
書
）は
、
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

　

経
済
的
な
理
由
で
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年
者

（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
度
（
7
月
分
〜
平

成
27
年
6
月
分
）
の
免
除
な
ど

の
受
付
は
7
月
1
日
㈫
か
ら
開

始
し
ま
す
。
ま
た
、
今
年
度
か

ら
は
2
年
1
か
月
前
の
月
分
ま

で
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。

未
納
期
間
が
あ
る
方
な
ど
は
、

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

国
保
年
金
課
・
内
線
３
２

６
・
３
２
７

国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
へ

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

ケーブルテレビを利用した
緊急地震速報受信専用端末機設置工事に

助成金を支給します

▲後期高齢者医療被保険者証のみほん

　我孫子市のイメージや知名度アップに向け、民間企業
等で培った専門的知識や経験を生かし、市の魅力をより
積極的、効果的に発信していただける方を求めます。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
任期　10月1日～平成29年3月31日（更新あり）
勤務日時　週38時間45分（年次・特別休暇あり）
内容　事業の企画、市の魅力や施策等の情報発信など
定員・給料　1人・月額43万円程度（年齢・経験等考慮）
　7月25日㈮（消印有効）までに持参または簡易書留郵
便で郵送。任期付職員採用選考申込書・職務経歴書・エ
ントリーシート（市ホームページからダウンロード可）
にレポート「あびこの魅力発信室長として取り組みたい
こと」を添えて、〒270－1192市役所あびこの魅力発信
室（住所省略可）
　総務課・内線216

あびこの魅力発信室長
（任期付職員）を募集します

被
爆
69
周
年
「
平
和
祈
念
の
折
り
鶴
」寄
贈
の
お
願
い

平
和
の
願
い
を
折
り
鶴
に
！

千
羽
鶴
作
成
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

市有地を売却します
申込方法　一般競争入札（7月31日㈭入札書必着）　
※詳しくは、市ホームページ「市有地売払い」をご覧
いただくか、お問い合わせください。

物件番号 所在地番 面積（㎡）地目 用途地域

1 我孫子四丁目
39番1 123.27 宅地 第二種中高層

住居専用地域

　地域整備課 ☎7185－1171

http://www.city.abiko.chiba.jp/
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